
第
十
巻
　
　
維
　
纂
　
　
大
英
樽
物
鍵
班
藏
太
単
天
嗣
吏
料

第
三
號

七
四
　
（
四
一
二
）

大
英
慰
物
患
所
藏
太
李
薫
蒸
史
料

文
學
博
士
　
　
内
　
蔽
瞭
　
淑
虎
　
次
　
　
郎

　
大
正
十
三
年
十
二
月
、
巴
里
に
居
っ
た
頃
、
ポ
ー
ル
、

ペ
フ
ォ
氏
は
余
に
…
問
て
、
倫
敦
で
敦
焼
古
書
の
外
に
ざ
ん

な
も
の
を
見
た
か
ご
い
は
れ
た
の
で
、
余
は
太
軍
天
爵
吏

料
、
ゴ
ル
ド
ン
文
書
を
殆
ご
全
部
醐
隠
し
、
七
八
分
通
り

は
鋤
録
し
た
の
が
、
最
も
興
味
あ
る
仕
事
で
あ
っ
た
ご
答

へ
た
庭
、
そ
れ
は
い
、
こ
ど
を
し
だ
、
銭
嵩
巴
に
保
存
さ

れ
て
居
る
支
那
史
料
で
、
支
那
に
類
の
な
い
も
の
が
二
つ

あ
る
、
一
は
帥
ち
ブ
リ
チ
シ
ユ
．
ミ
ュ
ー
ぜ
ア
ム
に
存
す
る

太
巻
天
六
着
料
、
及
び
ゴ
ル
ド
ン
交
響
で
、
一
は
巴
里
の

ゼ
ブ
リ
オ
チ
ー
ク
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
等
に
存
す
る
ジ
ェ
ス
ヰ

ト
宣
藪
師
の
報
告
文
集
で
あ
る
、
潜
が
其
一
を
邊
録
し
得

だ
の
は
幸
で
あ
る
ご
。
大
英
博
物
館
に
藏
せ
ら
る
、
素
手

天
國
史
料
は
か
ば
か
り
忌
地
學
者
に
重
要
せ
ら
る
、
者
で

あ
る
が
、
こ
の
史
料
の
移
…
録
に
最
初
手
を
着
け
た
の
は
、

慶
癒
大
平
の
故
法
學
博
士
田
中
葦
一
郎
氏
で
あ
る
。
氏
の

落
命
せ
ら
れ
し
吏
料
の
目
録
は
、
現
に
巴
里
に
留
學
中
の

故
事
士
門
入
松
本
信
廣
君
の
好
意
に
よ
り
、
幸
田
成
友
言

宮
島
貞
亮
瑠
等
の
手
を
煩
し
て
、
最
近
に
其
の
大
略
を
知

る
こ
ご
を
得
だ
。
叉
朝
鮮
総
督
府
修
吏
官
稻
葉
岩
吉
震
は

嘗
て
南
満
満
二
二
証
の
重
役
た
り
し
久
保
要
言
震
が
倫
敦

に
在
り
し
頃
、
そ
れ
に
属
し
て
、
同
じ
く
太
巻
天
國
史
料

を
大
英
博
物
館
に
就
て
遙
爲
せ
し
こ
ご
が
あ
る
の
で
、
其

の
一
部
分
は
之
を
借
覧
せ
し
乙
あ
り
し
も
、
未
だ
其
の
全

部
の
目
録
を
観
た
こ
ご
が
な
い
か
ら
、
目
下
其
の
借
覧
を



交
渉
中
で
あ
る
。
か
く
て
行
々
は
こ
の
三
標
の
寓
本
を
綾

欝
し
て
、
完
全
な
る
底
本
を
作
b
、
學
界
に
癸
表
す
る
つ

も
り
で
あ
る
が
、
ビ
も
か
く
余
が
遙
録
し
た
分
の
大
要
を

こ
、
に
掲
げ
る
こ
ご
に
す
る
。

　
幽
剛
に
太
李
天
國
史
料
、
ゴ
ル
ド
ン
文
頗
ご
い
っ
た
が
、

史
料
の
性
質
よ
り
い
ふ
も
、
其
の
大
英
博
物
館
に
入
っ
た

由
來
よ
り
い
ふ
も
、
や
は
り
か
く
爾
模
に
分
け
る
方
が
便

利
で
あ
る
。
前
者
の
太
李
砂
胆
史
料
の
蒐
集
者
は
何
人
で

あ
る
か
詳
か
で
な
い
が
、
瞬
時
に
在
り
て
太
李
天
國
が
頒

布
せ
し
詔
勅
、
制
度
等
に
嗣
す
る
、
印
詰
物
、
並
び
に
傳
抄

書
類
よ
り
、
天
國
亡
滅
の
後
、
三
王
李
忠
成
の
口
供
ご
し

て
爾
江
総
督
曾
國
藩
よ
り
上
り
し
印
刷
文
書
等
ま
で
を
一

括
し
、
大
英
博
物
館
に
直
入
せ
し
入
が
あ
っ
た
ら
し
く
、

此
は
天
國
側
の
文
書
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
ゴ

ル
ド
ン
文
書
は
、
將
軍
ゴ
ル
ド
ン
が
支
那
よ
り
蹄
國
し
た

る
後
、
其
の
常
勝
軍
を
師
み
て
天
長
討
伐
に
從
事
せ
し
際
、

季
鴻
章
、
程
學
啓
を
始
め
、
其
他
の
將
師
、
さ
て
は
天
國
の

　
　
　
第
十
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
大
英
博
物
館
所
藏
太
華
天
國
窺
料

蘇
州
守
備
の
將
師
よ
り
自
己
に
賂
つ
た
交
書
類
を
一
括
し

て
、
之
を
大
英
博
物
館
に
寄
贈
し
た
者
で
あ
る
。

　
太
李
天
國
の
印
刷
詔
書
は
「
旨
准
言
行
詔
書
総
目
」
こ
し

て
時
々
其
詔
書
の
冊
首
に
掲
げ
ら
れ
て
居
る
太
李
天
國
壬

子
二
年
の
奉
天
謙
妖
救
世
安
民
の
首
に
在
る
者
は
十
四
部

で
、
あ
る
が
、
癸
姦
羅
の
三
年
の
「
露
天
帯
磁
震
論
」
の

首
に
は
武
拾
捌
部
を
墨
げ
、
同
年
の
「
既
存
穴
爲
罪
隷
論
」

の
首
に
は
武
拾
恥
部
、
乙
子
鱗
腺
獅
の
五
年
の
行
軍
総
目
の

首
に
は
武
遭
難
部
を
繋
げ
て
居
る
。
今
其
の
最
も
多
き
武

拾
玖
部
の
分
を
左
に
録
す
。

　
旨
准
頒
行
詔
書
総
目

三
三
上
帝
言
三
皇
詔
　
し

天
父
下
凡
回
書
　
武
部

天
命
詔
旨
書

団
扇
詔
聖
書

新
工
面
　
愚
書

天
條
書

　
　
　
　
　
貯
第
三
心
遣

七
五
　
（
幽
一
三
）



　
第
十
巷
　
　
雑
纂

　
　
太
李
詔
書

　
　
太
翠
禮
制

　
　
太
李
軍
固

　
　
太
不
條
規

　
　
頒
行
詔
書

　
　
頒
行
暦
書

　
　
三
字
経

　
　
幼
學
詩

　
　
太
李
救
世
詔

　
　
建
天
四
一
金
陵
論

　
　
駈
妖
穴
爲
罪
国
論

　
　
詔
書
蓋
璽
下
行
論

　
　
天
朝
田
畝
制
度

　
　
天
理
要
論

　
　
天
壌
道
理
書

　
御
製
千
字
詔

　
　
行
軍
毛
筆

天
父
詩

大
英
簿
物
館
癖
勲
太
畢
天
國
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
舳
路
三
號
　
　
　
　
七
六
　
（
四
一
四
）

　
　
　
欽
定
鋼
度
則
例
集
論

　
　
　
　
武
略
書

　
　
　
　
醒
世
文

　
　
　
姦
兄
替
聾
叢
誌
書

　
　
　
后
准
頒
行
共
有
武
拾
玖
部

　
以
上
の
中
、
天
命
詔
旨
書
、
太
織
詔
書
、
太
李
禮
制
、

太
李
條
規
、
頒
行
詔
書
、
三
字
経
、
天
朝
田
畝
制
度
は
全

部
蓬
録
し
、
奮
遺
詔
聖
書
、
新
逡
詔
聖
書
、
建
天
京
於
金

陵
論
、
既
妖
穴
爲
罪
隷
論
、
詔
書
蓋
璽
頒
行
論
、
天
道
情

理
書
、
御
製
千
字
詔
、
行
軍
総
要
、
天
父
詩
、
武
略
書
，

王
娘
兄
親
目
親
耳
共
謹
郵
書
、
及
び
頒
行
暦
書
は
、
其

】
都
分
を
動
録
し
て
、
内
容
の
如
何
を
窺
ふ
に
便
す
る
丈

に
止
め
た
。
こ
の
・
中
で
奮
遺
詔
聖
書
と
い
ふ
は
、
．
即
ち
蕎

約
全
書
創
世
紀
の
翻
繹
で
、
新
注
詔
聖
書
ざ
い
ふ
は
、
新

狗
全
書
馬
太
傳
璽
日
書
の
翻
心
で
あ
り
、
又
武
略
こ
い
ふ

は
孫
子
、
呉
子
、
司
馬
法
等
の
古
き
兵
法
書
を
印
刷
頒
布

し
た
の
で
あ
る
。



／

　
僑
忠
王
親
筆
ロ
供
ご
い
へ
る
一
冊
の
印
本
は
曾
國
藩
が

李
定
髪
逆
奏
疏
ご
共
に
朝
廷
に
上
り
し
者
ら
し
く
、
之
を

近
年
「
中
國
秘
史
」
に
載
せ
た
る
者
に
比
す
れ
ば
、
や
、
詳

密
に
し
て
、
か
の
書
の
原
本
な
る
こ
ご
を
知
る
こ
ご
を

得
。
マ
ハ
欽
定
士
階
上
例
は
天
國
十
一
年
辛
酉
の
頒
行
に
し

て
、
其
の
新
た
に
定
め
た
る
科
暴
の
事
を
告
示
せ
る
高
な

る
が
、
其
の
大
意
を
知
る
べ
き
序
交
を
鋤
録
し
て
、
條
例

三
十
四
條
は
之
を
略
し
だ
Q
又
幼
主
詔
書
ご
題
す
る
一
冊

に
は
、
見
返
し
に

　
天
王
詔
旨

　
　
験
命
幼
主
爲
詔
書

　
　
酔
臥
萬
信
脆
魅
途

　
　
総
轄
＋
脚
結
習
錬

　
　
上
天
常
生
魑
長
齢
欽
哉

と
あ
り
て
板
野
に
十
二
詩
ご
記
し
た
る
が
、
廣
西
の
土
語

を
以
て
文
を
成
せ
る
如
く
、
甚
だ
解
し
難
き
者
で
あ
る
。

又
寓
本
に
て
、
天
王
詔
旨
、
幼
主
詔
旨
、
を
輯
録
し
π
る

　
　
　
第
十
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
大
英
博
物
館
所
臓
太
亭
天
國
更
料

一
冊
あ
り
。
常
時
黒
印
頒
布
し
た
る

　
天
王
詔
旨
五
漣
、
救
世
眞
聖
幼
主
詔
旨
哺
通
、
干
王
賛
王
球
天

　
將
誼
論
一
通
、
朝
天
朝
主
圏
一
通
　
、

等
の
込
物
は
之
を
全
録
し
た
。

　
余
が
一
部
分
だ
け
蓬
録
せ
し
者
で
、
藩
中
博
士
が
全
録

し
て
置
か
れ
元
者
あ
る
は
勿
論
、
余
が
全
く
蓬
録
せ
ざ
り

し
者
に
て
、
野
望
上
帝
監
製
皇
詔
、
’
天
界
下
凡
詔
書
、
太

李
軍
三
等
は
、
田
中
博
士
の
遙
録
本
に
よ
り
、
之
を
補
ふ

こ
と
を
得
べ
し
ご
期
待
し
て
居
る
。
其
外
稻
葉
氏
の
寓
本

に
よ
り
て
補
ひ
得
べ
き
者
も
あ
る
で
あ
ら
う
。

　
ゴ
ル
ド
ン
文
膿
の
内
容
は
左
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

　
張
遇
春
一
通
　
程
學
啓
壮
無
謬
残
四
通
　
凋
興
隆
二
蓮
　
黄
芳

　
　
一
通
　
郭
一
松
林
M
四
涌
［
　
杢
丁
恒
臓
卜
六
冊
遡
　
　
杢
・
鶴
山
草
十
・
二
涌
酬
　
轡
R
盆
欝

　
謙
一
通
　
李
鴻
章
四
通
叉
批
五
札
一
告
示
一
　
羅
榮
光
一
麺
叉

　
移
一
’
慕
王
千
重
沈
一
通
　
丁
日
昌
二
通
　
明
徳
承
一
通
　
楊

　
鼎
勲
一
通
　
崇
厚
三
通
義
服
輩
一
通
　
抄
録
俗
柏
森
書
二
件

　
恭
親
王
劉
覆
一
蓋
野
宿
圓
墨
差
一

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
七
七
　
（
四
一
五
）



　
　
　
第
十
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
大
奨
博
物
舘
研
籔
太
畢
天
闘
吏
料

　
右
の
内
程
學
啓
の
函
櫨
は
多
分
幕
僚
の
筆
に
成
れ
る
者

で
あ
ら
う
け
れ
ざ
も
、
其
他
は
大
抵
手
筆
で
あ
る
。
但
し

黙
考
章
の
分
に
は
手
筆
ビ
代
筆
ざ
爾
標
あ
る
の
で
、
其
の

手
筆
の
内
批
一
通
だ
け
撮
影
し
た
。
李
鴻
章
の
函
順
批
札

は
い
つ
れ
も
、
李
文
忠
公
全
集
に
載
せ
ら
れ
ぬ
者
で
あ
り

程
學
啓
は
勿
論
他
の
人
々
の
函
積
も
、
全
く
澄
に
知
ら
れ

ぬ
者
で
あ
る
か
ら
、
其
の
史
料
ご
し
て
の
債
値
は
非
常
な

も
の
ε
患
ふ
〇
　
一
例
を
勘
ぐ
れ
ば
製
鋼
章
の
告
示
の
如
き

蘇
州
の
髪
匪
を
招
降
す
る
際
、
ゴ
ル
ド
ン
は
其
の
不
殺
を

零
墨
こ
し
た
る
に
、
燈
燭
章
は
程
粛
啓
の
言
を
容
れ
て
、

後
に
之
を
掩
殺
し
た
の
で
、
ゴ
ル
ー
3
ン
は
大
に
憤
り
、
清

廷
の
賞
金
当
季
爾
を
突
返
し
、
李
鴻
章
を
打
ち
殺
す
ご
い

っ
た
騒
ぎ
が
あ
っ
た
Q
こ
の
告
示
は
李
鴻
章
の
ゴ
ル
ド
ン

に
嫁
す
る
過
り
謹
文
こ
も
い
ふ
べ
き
者
で
、
其
の
實
物
の

現
存
せ
る
は
、
興
味
あ
る
こ
ご
で
あ
る
。

　
以
上
は
邸
ち
太
不
天
國
史
料
の
概
要
で
あ
る
が
、
其
の

詳
細
の
登
表
は
之
を
他
日
に
期
す
る
。
猶
ほ
此
の
遙
録
に

　
　
　
　
　
　
　
　
簸
三
號
　
　
　
七
入
　
（
四
唱
六
）

つ
い
て
は
、
文
學
博
士
今
西
龍
看
、
文
學
士
石
濱
純
太
郎

鱈
同
鴛
淵
　
潜
等
の
輔
助
を
謝
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
、
に
附
記
し
た
き
は
、
欧
州
よ
り
蹄
っ
て
後
、
　
｝
昨

年
、
上
海
平
明
書
士
で
出
版
し
た
凌
善
清
ご
い
ふ
入
の
編

纂
に
か
、
る
太
李
天
堂
野
里
を
見
る
こ
ご
を
獲
た
。
此
書

の
内
容
も
太
李
天
國
の
内
部
の
材
料
に
糠
つ
た
も
の
で
、

從
來
支
那
本
國
に
此
中
の
材
料
の
遺
存
し
て
居
る
こ
ご
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
居
な
か
つ
旋
が
、
其
中
の
或
も
の
は
偶

然
に
も
大
英
博
物
館
所
藏
の
も
の
こ
同
一
な
の
が
あ
る
の

で
、
其
他
の
も
の
も
大
騰
信
用
し
て
可
な
る
者
ε
思
は
れ

る
。
但
し
其
の
憲
首
に
入
れ
て
あ
る
難
事
王
の
吟
捌
に
給

し
た
慧
照
は
、
吟
鵬
が
著
し
た
莫
文
「
太
築
働
」
中
の
原
本

を
用
み
て
あ
る
虞
を
見
る
ご
、
本
文
も
全
部
天
國
當
時
の

材
料
か
ら
搬
門
た
か
否
や
こ
い
ふ
乙
を
多
少
疑
は
ね
ば
な
ら

訟
や
う
に
な
る
。
要
す
る
に
此
の
如
き
眞
に
近
き
史
料
が

世
に
撃
つ
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
喜
ぶ
べ
き
こ
ビ
で
、
前

清
末
の
革
命
憲
等
が
臆
に
慧
せ
て
作
っ
た
太
李
天
國
史
ご



は
比
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
正
確
な
も
の
で
あ
る
。
因
っ
て
此
　
　
の
機
會
に
於
て
之
を
盛
夏
研
究
家
に
紹
介
し
て
鐙
く
。

明
治
天
皇
御
幼
時
の
御
重
患
に
就
て

留
學
士

醤
三
士

三
　
　
宅

三
　
　
宅

宗
　
詮

宗
　
雄

一、

言

　
吾
が
家
門
を
小
｛
兇
科
に
業
ご
す
る
事
，
父
に
於
て
」
既
に
九

代
、
初
代
宗
甫
晩
年
よ
り
習
癖
入
代
宗
甫
中
年
に
至
る
迄

代
々
當
地
妙
法
院
宮
法
親
王
御
側
欝
を
勤
仕
し
、
此
間
法

眼
、
法
橋
に
記
せ
ら
れ
た
る
者
四
人
、
一
門
の
共
に
叙
任
せ

ら
6
、
者
合
せ
て
九
人
を
緬
鼻
へ
、
特
に
召
さ
れ
て
皇
子
、
皇

女
の
拝
診
に
預
れ
る
事
二
代
三
度
に
及
べ
り
。
就
中
曾
租

父
七
代
宗
仙
が
由
・
す
も
畏
き
御
事
な
が
ら
朋
治
天
皇
御
幼

　
　
　
第
十
谷
　
　
雑
　
纂
　
　
明
治
山
畠
卿
幼
噂
の
御
重
患
に
就
て

名
肪
宮
様
と
聡
し
奉
り
し
頃
拝
診
仰
付
け
ら
れ
し
は
今
に

至
る
迄
子
孫
一
門
の
無
上
の
光
榮
こ
す
る
所
な
b
o
然
れ

共
晶
の
曾
租
父
舞
診
の
件
は
更
な
り
、
恐
多
く
も
明
治
天

皇
の
御
幼
跨
御
重
患
に
渉
ら
せ
給
ひ
し
事
實
は
明
治
の
世

に
す
ら
傳
は
ら
す
し
て
、
唯
吾
が
家
の
搭
載
こ
し
て
残
る

の
み
な
る
は
誠
に
恐
…
催
の
極
み
な
り
Q
吾
等
爾
入
叩
き
に

學
を
京
都
帝
國
大
學
欝
學
部
に
了
へ
、
將
に
古
言
の
三
業

を
畿
寄
せ
ん
ε
す
る
に
罵
り
、
病
臥
十
年
、
只
管
に
皇
室

の
萬
歳
を
の
み
所
願
し
奉
れ
る
父
叢
論
は
既
に
亡
き
数
に

　
　
　
　
　
　
、
．
，
第
三
號
　
　
　
七
九
　
（
四
一
七
）


